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令和 7年度第 6回松江市教育委員会会議 

 

日時：令和 7年 7月 15日（火）10：00～ 

場所：教育委員会室 

出席委員：青木教育長、塩川委員、原田委員、大谷委員 

欠席委員：金津委員 

 

1　開会宣言（青木教育長） 

○青木教育長 

本日は、金津委員が所用のため欠席となっている。地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 14条第 3項の規定に基づき、教育長を含め、教育委員 5名中 4名の出

席があり、過半数の出席となっているため、本会議は成立していることをご報告する。 

審議に先立ち、議第 11号、令和 8年度使用松江市立皆美が丘女子高等学校用教科

用図書について、議第 12号、松江市立図書館協議会委員の任命についての公開・非

公開の取扱いについてお諮りをする。 

会議規則第 2条第 1項ただし書きによると、人事に関する事件、その他の事件につ

いて、教育長または委員の発議により、出席した教育長及び委員の 3分の 2以上の多

数で議決したときは、これを公開しないことができるとなっている。 

議第 11号については、教科書採択を外部からの働きかけに左右されることなく採

択権者の判断と責任において公正かつ適正に行うため、議第 12号については、松江

市立図書館協議会委員の人事に関わるものであるため、会議を非公開として開催した

いと考えている。 

なお、会議規則第 2条第 2項により、この発議については、討論を行わずにその可

否を決することとなっている。 

お諮りする。議第 11号及び議第 12号については、非公開の取扱いとすることにご

異議はないか。 

………異議なし……… 

ご異議がないため、議第 11号及び議第 12号については、非公開での審議とさせて

いただく。 

この決定により、教育委員会会議を一旦閉じたあとに、引き続き非公開で会議を開
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催し、議第 11号及び議第 12号について審議を行うため、委員の皆様はよろしくお願

いをする。 

それでは、審議を始めたいと思う。本日の会議は、報告案件が 1件と議案が 3件と

なっている。 

また、本日もこれまでどおり議案説明者など、必要最小限の人数での対応とするこ

ととしているため、ご理解をいただくようお願いする。 

 

2　会議録署名者の指名（大谷委員、原田委員） 

 

3　報告【1件】 

○青木教育長 

それでは、事務局より説明をお願いする。 

 

【報告　第 7号　令和 7年度第 4回松江市議会定例会（6月議会）について】 

○大谷副教育長 

令和 7年第 4回松江市議会定例会が 6月 17日から 7月 8日まで開催され、第 5回

教育委員会会議において調製依頼のご承認をいただいた令和 7年度松江市一般会計補

正予算（第 1号）及び竹矢公民館の建て替えに伴う条例改正に関する案件について、

6月 27日に開催された教育民生委員会での審議を終え、7月 8日に原案どおり可決・

採決となった。 

また、6月 23日から 6月 25日までの 3日間に一般質問があり、20人の市議会議

員から質問があった。そのうち教育委員会に関するものは、お手元の議案集の 2ペー

ジ以降、骨子を掲載しているとおり、8人の市議会議員から 23の質問があった。 

項目別で申し上げると、新教育長の抱負と方針に関して 2人から 2つの質問、物価

高騰に関して 2人から 4つの質問、不登校支援に関して 2人から 7つの質問、特別支

援教育に関して 1人から 4つの質問、新型コロナの後遺症対策に関して 1人から 2つ

の質問、学校の防犯対策に関して 1人から 2つの質問、そのほか中央図書館、学校に

おける生理用品の配置に関して、それぞれ 1人から 1つずつ質問があった。 

この中で主だったものをご報告させていただく。議案集 2ページの質問順位 1番、

川島光雅議員の質問番号①では、「学校給食における精米価格及び副食になる副菜の価
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格の現状と今後の支援について伺う」との質問があり、「学校給食用精米の価格につい

ては、今年 4月時点で昨年度比 62.4%の上昇、そして 11月に予定されている今年 2

回目の価格改定でも更なる上昇が見込まれており、本市補助金で支援し、保護者の負

担軽減と給食の安定的な提供を図りたい。そして、米と同様に野菜・肉・魚・加工品・

調味料類などの副食に使用する食材についても、同一食材で令和 6年度比平均 7.4%

の価格上昇、牛乳については 6.8%の価格上昇といずれも高騰傾向にあり、現時点では

献立の内容を工夫するなどして学校給食費を据え置いて対応しているところであるが、

今後の急激な物価の上昇に対しては、家計負担を軽減するための激変緩和策などを検

討してまいりたい」と答弁をしている。 

次に、質問順位 2番、津森良治議員の質問番号①では、主権者教育に対する教育長

の思いと今後の取り組みについての質問があり、「主権者教育は、これからの社会を生

き抜く児童生徒が社会の課題を自ら考え判断する力を育むものであり、早い段階から

取り組むことが重要と考えている。本市では、小中学校の社会科において、政治の仕

組みや選挙の意義について学習するとともに、総合的な学習の時間や特別活動を通し

て、多様な社会課題を児童生徒同士が協働しながら、主体性を持って解決策を考える

授業を行っており、教育委員会として市内学校の取り組みを支援してまいりたい」と

答弁をしている。 

次に、4ページである。たちばなふみ議員の質問番号⑤から⑧である。不登校につ

いて、こどもの権利を大切にする、こどもが行きたくなる学校づくりをとの視点から、

教員不足に伴う支援員の配置状況、校内教育支援センターの設置状況、スクールソー

シャルワーカーの活用について質問があった。 

まず、「本市の支援員の配置状況については、緊急校務支援員が本年 5月 1日現在、

44校に 80人配置。スクールサポートスタッフは今年度から市立学校全校に配置。教

頭業務をサポートする教頭マネジメント支援員を市内 2校に配置をしている。そのほ

か部活動指導員を 9校 13人、部活動地域指導者を 14校に 37人配置し、教員の負担

軽減に努めている。そして、校内教育支援センターは、自分のクラスに入りづらい児

童生徒が、落ち着いた空間の中で自分に合ったペースで学習・生活できる場として設

置をするもので、大野原分校を除く市立の小中学校及び義務教育学校 47校のうち 43

校が設置している。今年度は、国・県の補助事業を活用して、校内教育支援センター

支援員を 8人、内訳は小学校 5人、中学校 2人、義務教育学校 1人を配置し、支援員
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を配置していない学校では、サポートワーカー等が各校の実態に合わせて支援を行っ

ている。また、校内教育支援センターを設置していない学校は、対象児童生徒がいな

い学校が 1校、校長室や保健室などで対応している学校が 3校、計 4校である。その

ほかに、内中原町に設置している教育支援センター松江市青少年相談室では、室長 1

人、相談業務を行う相談員 5人、学習支援を行う特別教育相談員 6人で支援を行って

いる。また、スクールソーシャルワーカーの活用については、本市では今年度、全 16

中学校区のうち 7校区に 1人ずつスクールソーシャルワーカーを配置しており、残り

の 9つの中学校区では 4人の派遣型スクールソーシャルワーカーを確保し、学校から

の要請に応じて派遣をしている。これまでの配置実績を基に、配置がある中学校区や

青少年相談室への派遣分も見込み、年間 104時間を上限として設定しているが、学校

からの派遣要請が増えるようであれば、派遣型スクールソーシャルワーカーの人員や

派遣時間を増やして一層活用することも検討してまいりたい」といった内容の答弁を

している。 

次に、8ページの質問順位 5番、三島明議員の質問番号①である。教育長に対し、

就任の抱負とこれからの松江の教育への思いについて質問があり、「こども子育て部長

として培った保育・幼児教育についての経験や知識を基に、こどもを真ん中にした保

幼小連携や接続を大切にすること。学校教育では、松江ならではのふるさと教育を通

じてふるさとへの愛着を醸成するほか、特別支援教育の充実や不登校児童生徒への支

援など、多様な教育ニーズに丁寧に対応すること。学校現場の業務の効率化やメンタ

ルヘルス対策、研修機会の充実を進め、教職員を支える体制づくりを強化すること。

また、公民館や図書館をはじめとする社会教育施設を地域の学びの拠点として、世代

や分野を超えた学習交流活動の充実を図ること」などを答弁した。 

次に、質問順位 6番の佐々田慎吾議員の質問番号②、③、④では、学習障がいの 1

つであるディスレクシアについて、松江市における状況やサポート体制について質問

があった。 

まず、現状については、「令和 6年 7月に島根県教育長特別支援教育課が実施した

令和 6年度特別な支援の必要な幼児児童生徒数調査の結果から、ディスレクシアを含

む学習障がいを抱えていると思われる児童生徒数は、通常の学級に在籍する児童生徒

の 3.8%にあたる 550人であった。次に、サポート体制であるが、1年生の 1学期末

に実施する平仮名読みの実態調査で、読みに困難があると考えられた児童のうち、ご
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家庭の協力を得てトレーニングを実施してもなかなか改善されない場合に、発達・教

育相談支援センターや医療機関への相談につなげ、希望者には無料でデジタル音声教

科書を貸出し、読みの困難さの支援を行っている。また、幼児教育施設や学校、地域

に向けてディスレクシアを含む学習障がい等、周囲が気付きにくい障がいの理解につ

いて研修を実施し、理解と啓発に努めている」という内容を答弁した。 

最後に、質問順位 6、10ページである。吉岡麻美議員の質問番号①、②では、5月

に発生した立川市の事件を受けて、不審者に対する学校の防犯対策について。さらに、

こどもの急病や事故発生時等の緊急事態における連携について質問があった。 

まず、防犯対策としては、「各学校でマニュアルを作成して緊急時に対応する訓練を

行っていること。全校に緊急通報システムを配備し、校内の非常押しボタンにより迅

速に警備会社や警察へ通報する体制を整えていること。教職員だけでなく、保護者や

地域住民が連携して、地域ぐるみで学校安全に取り組んでいること。また、緊急事態

における連携については、同じく学校の危機管理マニュアルに基づき対応しているこ

と。市内学校の約 8割で大規模改修等を行った際などに、数の多少はあるが、校内電

話を設置していること。さらに、必要に応じて今後それらを拡充すること」を答弁し

ている。 

以上、簡単ではあるが、6月議会の報告とする。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問やご意見はないか。 

 

○原田委員 

給食のことが結構出ていたと思うが、米の値上がりで予算を付けていただくという

すごく良いお話であるが、残飯のことも気になっており、ご飯が残るというところが

今までずっと課題であったと思う。その辺りの現状と、給食の時間がなかなか取りづ

らく、時間内に食べ終わるのがきついという話も聞いたりするため、その辺りがどう

なっているのかというのを教えていただきたい。 

 

　○村松学校給食課長 

残菜のほうは、おっしゃるとおり現状約 10%ぐらいは残っている。どうしても委託
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炊飯が多いため、学校から米飯の残りを返していただくときに、どうしても食缶の周

りの洗浄のしやすさというのも含めて、水を入れて返していただく形であるため、実

際にその重さを加味すると、12%ぐらいが残ってくる。その 2%ぐらいが水分比とい

うことで、残渣は 10%ぐらい残っているということである。 

時間のほうであるが、私たちも学校のほうへ学校訪問といって、給食時間に定期的

に私とか栄養士、調理師含めてお邪魔するのだが、大体給食時間が 12時 20分ぐらい

から 1時ぐらいの時間で準備から片付けまで終えるということである。 

小学校を見ると、やはり低学年は準備にある程度時間を要したりするのだが、担任

の先生方が色々指示をされて、比較的スムーズに食べられているということである。 

ただ、中学校は、やはり時間が短いようであり、ただ、年齢的にも給食の喫食する

スピードというか、要する時間が小学校と比べると短時間で終えるということである

ため、見る限りでは、盛り付けから片付けまではスムーズにいっていると感じている

ところである。 

以上である。 

 

○原田委員 

多分、各学校でも準備と片付けに時間をかけないように色々工夫をされていると思

うが、ぜひその時間の確保、あとは、こどもたちにもやはり食育の一環として、これ

だけ値上がりしているところをたくさん予算も付けてもらって食べさせてもらってい

るというのを自覚するのも大事だと思うため、しっかり残さずたくさん食べるという

話にもつなげるような話になったら良いと思うため、よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

よく噛むというのも大変である。 

ほかに何かあるか。 

 

○塩川委員 

2点だけ要望というか、１点は先ほどの学校給食のことであるが、先ほど答弁の内

容にもあったように、このような経済状況であるため、保護者負担、激変緩和策、そ

の辺りのところの状況を見ながら支援をお願いしたいと思う。 
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将来的に国の動向を踏まえながらということになってくると思うが、学校給食費の

無償化については大分色々進んでいるようであるため、国の動向も踏まえながら早期

実現をお願いしたいと思う。 

2点だけ要望する。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○大谷委員 

1点教えていただきたいのだが、佐々田議員から出てきているディスレクシアの児

童生徒への対応と、いくつか質問がある中の①のところに、皆美が丘女子高校が通級

の対象となっていない理由が書かれており、松江ろう学校の通級指導の一番最後に、

「松江ろう学校の通級指導の対象となるよう、県教委と協議していく」と書いてある

のだが、県がいわゆる県 5箇所に高校通級のセンター校機能をつくっており、この辺

りは松江北高校がセンターになっていると思うのだが、そこではなくて、この松江ろ

う学校が対象になるというのは何か特別に理由があるのか。松江北高校の担当の先生

とお話しをしても、「女子高は市立なので入れない」というようにお話を伺ったのだが、

ろう学校の対象になるということは、センター機能の対象に高校通級のセンター機能

は対象にならない。何かこの違いについて教えていただけたらと思った。 

 

　○中島発達・教育相談支援センター所長 

佐々田議員からの質問の大きなところは、難聴に関する指導支援というか、通級の

専門性というところが焦点にあっての質問だったかというようにこちらも捉えている。 

松江北高校を中心とする東部のほうはセンター的機能とか、それから通級のサービ

スのところには、いわゆる通級というよりは、サービス的な相談で女子高に入ること

はできるが、通級指導という形で兼務発令をかけての専門的な指導を協議していかな

ければ、今のところ兼務発令はかけられないということで、今回、松江ろう学校の通

級というのは、難聴の専門性の高い通級の指導というところでの質問というように捉

えている。 
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○大谷委員 

難聴の生徒さんが対象ということなのか。承知した。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○塩川委員 

先ほど要望を 2点と言っていたが、1点しか言っていなかった。もう 1点は、スク

ールソーシャルワーカーをはじめ、生徒指導を含めてたくさんの支援員等の方に入っ

ていただいているが、答弁の内容にあったように、生徒指導に関わることだけではな

いと思うが、特に不登校・いじめ等について非常に相談件数も多く、色々な状況に応

じた対応が必要だと思う。そういうニーズの高いものについては、勤務日数とか時間

とか人数とか色々制約があるとは思うが、ぜひともニーズの高いものについては、そ

れぞれの学校の要望に応じて、プラスアルファの体制をつくっていただきたいと思う

ため、よろしくお願いする。2つ目の要望である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○原田委員 

先ほどのディスレクシアについて、通常学級にいる子が結構いると思うが、そこに

対する学習支援員さんの動きは、そことはつながらないのか。 

 

○中島発達・教育相談支援センター所長 

通常の学級の中にたくさんの学習障がいのお子さんは潜在的にいるということは、

こちらも調査して、診断が出ていなくてもというお子さんもいることを把握している。

まず、県がにこにこサポートティーチャーの配置を各校に考えて、松江市は今回 24

校に配置をしてもらっている。そして、発達・教育相談支援センターエスコとしても、

通常の学級に、学習障がいだけに限らず、多動や、いわゆる発達障がいと言われるお

子さんのサポートということで、28名の特別支援教育支援員を配置しており、校内に
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よっての運用にはよるが、そういうお子さんのサポートと、それから支援員へ私たち

が研修をすることで、学習障がいのサポートの強化を図るというようなことの取り組

みはしている。 

 

○原田委員 

そうすると、特別支援の支援員さんと学習のほうの支援員がおられるが、別ではな

かったか。事務のお手伝いをするスタッフさんもおられたりとか、学習のほうでサポ

ートするというか、教室にもう 1人おられる先生みたいな形で入られる先生はいなか

ったか。 

 

○後藤学校教育課長 

学習サポートという形で学力向上支援員や支援講師、これは広くすべての子たちを

対象に支援をしていくということで、市独自で配置している支援員もいる。 

 

○原田委員 

その支援員さんと特別支援員さん、そこは被るというか、差を付けるところではな

いというか、そこは線引きをしない。そのため、もっと支援が必要な子に対してはさ

らにサポートがつくみたいなイメージでよろしいのか。普段は学力向上支援員さんも

ついて、その方も見てくださっている上に、さらに特別支援員という形でついてくだ

さるというような認識でよろしいか。 

 

○川上副教育長 

今の原田委員のご質問であるが、学力向上支援員はどちらかというとそのクラス全

体、あるいは半分に分けてというような状況で、全体を見るという感じである。特別

支援教育支援員、それから県の事業のにこにこサポートティーチャーというのは、い

わゆる集団の中にある対象となる子をターゲットにしているため、いわゆる対象が全

体なのか、対象となる子なのかという違いはあるが、それぞれ情報を共有しながら支

えているというところではイメージどおりであるというように思う。 

 

○青木教育長 
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ほかに何かあるか。 

 

○塩川委員 

危機管理についてであるが、特に外部からの不審者についての対応、それぞれ学校

独自、実態に応じた学校危機管理マニュアルというのが作成されていると思う。私の

経験上、どうしてもマンネリ化というか、形骸化になってしまう面があり、特に外部

からの不審者の侵入については、色々な事案があった場合にもう一度見直すというこ

とは、どの学校もやりながら予防・対策をしておられると思う。開かれた学校とよく

言われるのだが、ハードというか、物理的な開かれた学校と、それからいわゆる学校

運営・経営上の開かれた学校の両面があって、非常に裏腹な部分があって、非常に危

機管理の中でも外部からの侵入への対応というのは非常に難しい問題ではないかと思

う。 

先ほどの答弁にもあったように、まずは教職員の危機管理意識の高揚というのが不

可欠だと思う。児童生徒の意識、それから地域住民の意識、その辺りのところを常に

意識を持って取り組んでいただかないとなかなか防げない状況になる。常に頭の中に

置いて、特に教職員の意識高揚というのが必要だと思う。 

なかなか色々な危機管理があって、あれもこれもというところで大変だと思う。い

つでもどこでもパッと分かる、教職員がキーワード的なところを常に意識させる必要

がある。よく言われる「さしすせそ」の対応というところを常に意識すると、少しで

も平時のときから意識を高めていく必要があると思う。 

感想である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○大谷委員 

1つ教えていただきたいのだが、不登校支援について、6ページ、7ページの中村ひ

かり議員の②の答弁のところに、以前この会議でも説明があったと思うのだが、この

答弁のところに、昨年 9月から 10月にかけて松江市立小中学校の全保護者と学校に

通いづらい思いを持つ児童生徒を対象にアンケート調査を実施したというように書い
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てあり、ここを読むと、こどもたちは学校に通いづらいと思った子が回答をしており、

保護者は全員を対象としてこどもの様子を聞いたというようなアンケートになるとい

う理解でよろしいか。そこを確認させていただきたい。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

アンケートについては、全保護者宛てに配付をしている。保護者はその中で回答を

いただけた方がこれぐらいの率だったということである。こどもたちについては、こ

れもあくまでもご家庭の判断であり、ご家庭の中で本人、保護者が学校に通いづらい

という思いを持っていたこどもたちが回答したというような数字になっている。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とさせていただく。 

 

4　議事【議案 3件】 

○青木教育長 

事務局より説明をお願いする。 

 

【議　第 10号　松江市立皆美が丘女子高等学校教育課程の承認について】 

　○糸川事務長 

議案は 12ページからとなる。来年度から実施する学科の再編に伴い、令和 8年度

入学生の教育課程を編成するにあたり、校長が定めた教育課程について、教育委員会

のご承認をいただくために申請するものである。 

14ページをご覧いただきたい。14ページの教育課程編成計画表は、普通科総合進

学コースのものとなっている。 

16ページについては、普通科キャリアデザインコースの教育課程となっている。そ

れぞれ赤字は前年度入学生の教育課程から変更のある部分を示している。 

19ページから 21ページについては、それぞれ入学年次別の教育課程表を掲載して

いるものである。 
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22、23ページをご覧いただきたい。教育課程を図に表したものである。こちらの図

が視覚的に分かりやすいと思うため、こちらをご覧いただきながら詳しくご説明を申

し上げる。 

普通科のほう、22ページになる。普通科の一番下、令和 8年度入学生の図が今回申

請する教育課程となる。上の令和 5・6年度入学生、令和 7年度入学生の図と比較す

ると、週当たりの授業時数が 32から 30と減じている。これは、これまで週 2日 7限

授業を行っていたものを廃止して、週 5日間すべて 6限授業とするものである。 

これによって生じる 2限相当の余裕分を自由選択によるボランティア等実践という

ように位置付け、校外でのボランティア活動や地域活動への参加を推奨して、実社会

での実践的な取り組みを一定要件の下、単位認定するものである。 

また、本校の特徴的な科目であるまつえ学については、1・2年次の総合的な探究の

時間に組み込み、まつえ学で学ぶ地域課題やその探究姿勢を自分のものとして、3年

次の進路探究につなげていく、こうした 3年間を通した横断的な取り組みとしていく。 

そのほか、全体を通して、1年次には必履修科目を多く履修して、2年次以降コー

ス選択が始まるが、それぞれの選択に応じた多様な授業展開を可能とするため、無駄

のなく無理のないカリキュラム編成としたところである。 

説明は以上である。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。ご質問、ご意見はないか。 

 

○原田委員 

今まで国際コミュニケーション課があったというところで、それが今度はキャリア

デザインコースのグローバルエリアになったという認識なのだが、例えばディベート

ディスカッションというのが前はあった。それが今度はどこかに混ざるのか分からな

いのだが、そのように何かがなくなっているとか、そういうものがあるのか。 

 

○多々納校長 

32時間あったものを 30時間にするという説明は先ほどしたところであるが、一方

で国際コミュニケーション科の要素を組み込みながらの再編成ということになってい
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るため、当然 2種類の教育課程を編成しないということであるため、なくなるものは

なくなる。ただし、その流れを色濃く受け継ぐような科目設定にさせていただいてい

るため、消えるというものではなく、よりブラッシュアップした、より内容の濃いも

のをしていくというご理解をいただければと思っている。 

以上である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○塩川委員 

入念な擦り合わせというか、当然のことながら万全の状況ということか。 

 

○多々納校長 

恐らくそういう不安をお持ちの方々が委員に限らずおられると思うが、教育委員会

とのやり取りについては、本校も、あるいは松江市教育委員会としても折衝に努めて

まいり、この形で認められる向きを聞いている。ご心配、感謝する。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○大谷委員 

このカリキュラムをざっと見せていただいて、特に大きく変わったところ、ポイン

トだけ教えていただいてもよろしいか。例えば新しくできたとか、特に変わったとこ

ろ、もしくはほとんど変わっていないということでも良いのだが、お願いできるか。 

 

○多々納校長 

見た目変わっていないようにも見える部分がたくさんあると思うのだが、まず間違

いなく変わっているのは、7限授業がなくなって生徒に余白を与えているということ

が大きな変更点だと思う。さらに単位制に変えるということは事前にお伝えしている

と思うが、より一層、必履修科目を 1年生のときに重点的に取るように努めている。 
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その関係で、これまで標準単位を上回る単位時数を各教科で持っていたところがあ

ったのだが、極めて標準単位に近づけた。ほぼ標準単位である。標準単位の中ででき

ることをしっかりやっていく。そして生徒に時間をもたらすという方針で、このたび

は編成をしている。 

また、2、3年生のところでのエリアの再編もあったため、国際コミュニケーション

科の流れを汲むグローバルエリアのみならず、ほかのエリアについても、より現実的

にキャリア実現が果たせるような形での編成に取り組んだところである。 

ただ、一方で、懸念・懸案点もある。例えば観光の授業であるとか、情報関係の授

業であるとか、異文化理解の授業であるとか、なかなか校内だけでは立ち行かないよ

うな科目も設定しているため、これまでどおり、例えば医療福祉分野でずっと松江総

合医療専門学校の先生に来ていただくとか、それから福祉分野だと出雲コアカレッジ

の先生に来ていただいているのだが、そういったところ、いわゆる外部の方々の非常

勤対応もこれまで以上に画策していかなくてはいけないという覚悟を決めて今向かっ

ているところである。 

以上である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 10号については、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

それでは、議第 10号は承認をされた。 

続いて、議第 11号及び議第 12号については、会議の冒頭に決定したとおり、後ほ

ど非公開での審議とする。 

 

5　次回教育委員会会議の予定 

【令和 7年度第 7回教育委員会会議】 

日時：令和 7年 9月 2日（火）10時～ 

場所：教育委員会室 
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6　その他 

○青木教育長 

事務局から何かあるか。 

………特になし……… 

ないようであるため、ここで委員会を一旦閉会し、冒頭決定したように非公開での

審議に切り替える。関係者以外の方はご退席いただきたい。


